
【ＰＴＡ部会】 

１ 服装について 

令

和

５

年

度 

第 1 回ＰＴＡ部会 

  （9月 12 日） 

服装についてアンケートを実施することに決定 

アンケートの素案についてメール等で内容を確認 

（～10 月 3 日） 

アンケート実施 令和 5年 12 月 15 日～令和 6年 1月 18 日 

（対象：仁多地域の幼児園に通園している園児がいる家

庭及び仁多地域の小学校に通学している小学1～3年生の

いる家庭） 

回答結果 回答数 159 件 

（対象世帯 213 世帯 回答率 74.6％） 

第 2 回ＰＴＡ部会 

  （2月 20 日） 

制服の価格の目安等の資料を追加し、再アンケートを実

施することに決定 

→再アンケートの結果、過半数となった回答を意見書に

まとめて提出することに決定 

第 3 回ＰＴＡ部会 

  （2月 27 日） 

再アンケートの内容及び追加資料の確認 

アンケート 2 回目実施 令和 6年 3月 1日～3月 14 日 

（対象：第 1回アンケートと同様） 

回答結果 回答数 153 件 

（対象世帯 216 世帯 回答率 70.8％） 

アンケート結果より部会案を「制服」に決定 

第 4 回ＰＴＡ部会 

  （3月 19 日） 

アンケート結果の確認 

意見書の内容について協議 

令

和

６

年

度 

意見書提出 

  （4月 5 日） 

町長へ意見書を提出 

総合教育会議 

  （5月 10 日） 

児童の服装について意見聴取 

→服装を「制服」に決定 

第 1 回ＰＴＡ部会 

  （6月 4 日） 

制服デザインについてアンケートを実施することに決定 

アンケート内容の協議 

第 2 回ＰＴＡ部会 

  （7月 16 日） 

アンケート内容について、選択肢を「イートンタイプ」

と「ブレザータイプ」の 2択とすることに決定 

→最も多い結果となった回答を採用することに決定 

アンケート実施 令和 6年 7月 18 日～9月 3日 

（対象：仁多地域の幼児園に通園している園児がいる家

庭及び仁多地域の小学校に通学している小学1～4年生が

いる家庭） 

回答結果 回答数 131 件 

（対象世帯 224 世帯 回答率 58％） 

アンケート結果より部会案を「ブレザータイプ」に決定 

第 3回ＰＴＡ部会 

  （9月 17 日） 

アンケート結果の共有を実施 

第 4回ＰＴＡ部会 

  （1月 28 日） 

学校代表から制服・体操服の着用基準や運用方法につい

ての検討結果を説明 

制服・体操服のサンプルを確認しながら協議 

→委員の意見をもとに学校側でデザインを決定する方向

で合意 

第 3回全体会 

  （3月 4 日） 

決定した制服のデザインを報告 

 

 

２ 体操服について 

令

和

５

年

度 

第 1回ＰＴＡ部会 

  （9月 12 日） 

服装についてアンケートを実施することに決定 

令

和

６

年

度 

第 2回ＰＴＡ部会 

  （7月 16 日） 

デザインは、学校サイドで決定することとし、体操服の

色についてアンケートを実施することを決定 

→過半数となった回答を採用することに決定 

アンケート実施 令和 6年 7月 18 日～9月 3日 

（対象：仁多地域の幼児園に通園している園児がいる家

庭及び仁多地域の小学校に通学している小学1～4年生が

いる家庭） 

回答結果 回答数 131 件 

（対象世帯 224 世帯 回答率 58％） 

アンケート結果より「紺色系」に決定 

第 4回ＰＴＡ部会 

  （1月 28 日） 

決定した体操服のデザインを報告 

学校から制服・体操服の着用基準と運用について報告 
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３ ＰＴＡ組織・会則について 

令

和

７

年

度 

第 1 回ＰＴＡ部会 

  （6月 3 日） 

ＰＴＡ組織の立ち上げについて協議 

第 2 回ＰＴＡ部会 

  （6月 10 日） 

県内の小学校ＰＴＡ組織の状況を参考に組織の立ち上げ

について協議し、上部団体に属さない組織を立ち上げる

方向で検討していくことに決定 

第 3 回ＰＴＡ部会 

  （6月 24 日） 

会則（案）について協議 

→会長職について、共同代表とし、各地区（布勢、三成、

亀嵩、阿井、三沢）の代表と小学校長を合わせた合計 6

名とする方向で検討していくことに決定 

部会での協議内容について、各地区で必要に応じ、意見

の聞き取りを行うことに決定 

第 4 回ＰＴＡ部会 

  （10 月 1 日） 

各地区での意見集約結果を参考に、上部団体に属さない

組織の立ち上げと会則案について決定 

統合初年度の共同代表の選出方法 

→保護者説明会において了解を得たうえで、統合前校の

ＰＴＡ役員（会長・副会長等）で、令和 7 年度内に協議

を行うことに決定 

  

（決定した制服） 

  

 

（決定した体操服） 

  


